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事前協議
第9条

指導・助言 第9条第2項

説明会開催（自治会、周辺住民等）

設置許可見込 取り下げ
ない

ある（事前協議終了通知）

発電能力
50ｋｗ以上

許可不要

はい

いいえ

意見の申出 見解書提出
ある

ない（終了）

協議状況届 第10条第4項

事前確認

設置許可申請

第8条

許可

発電事業終了届 第26条

第11条

標識の掲示 第12条

事業着手届 第14条

設置事業完了届 第15条

発電事業開始届 第21条

許可基準 不許可
不適

適合 様式第26号

申請書類 ＮＧ

ＯＫ

設置事業変更許可申請 第16条

第24条発電事業変更届

10ｋｗ以上抑制区域

はい

いいえ

はい

いいえ

※屋根の上に

設置も不要

設置事業届等

第18条～第20条

勧告、命令、公表

不適正事項等があった場合

許可取消

第29条～第31条

第17条

第10条

第7条第8条


